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平成２８年８月２５日

各都道府県・指定都市教育委員会労働安全衛生主管課

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課

各 国 立 大 学 法 人 事 務 局

大学を設置する各地方公共団体担当課

各 公 立 大 学 法 人 事 務 局 御中

文 部 科 学 大 臣 所 轄 各 学 校 法 人 事 務 局

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 第 １ 項

の認定を受けた各地方公共団体担当課

独立行政法人国立高等専門学校機構事務局

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 高 等 教 育 企 画 課

労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部（化学物質等の表示及び危険性又は

有害性等の調査に係る規定関係）の施行について（周知）

労働安全衛生法の一部を改正する法律（平成２６年法律第８２号）が平成２６

年６月２５日に公布され、その主たる内容については、平成２７年５月２５日付

け２７ス学健第１４号をもって通知したところですが、このうち、化学物質等の

表示及び危険性又は有害性等の調査に関する規定が、平成２８年６月１日（以下

「施行日」という。）より施行されましたので改めて周知いたします。

今回の改正により、これまで労働安全衛生法第２８条の２の規定により努力義

務とされていた、化学物質等の危険性又は有害性の調査（以下「リスクアセスメ

ント」という。）について、その一部が新たに義務となりました。具体的には、平

成２８年６月１日以降、労働安全衛生法第５７条の３第１項に規定されている６

４０物質（労働安全衛生法施行令別表第３第１号及び別表第９）（以下「当該化学



物質等」という。）について、以下に該当する場合には、学校（専修学校・各種学

校を含む。以下同じ。）の設置者を含む全ての事業者は、リスクアセスメントを実

施しなければならないことになりました。

１．当該化学物質等を原材料などとして新規に採用したり、変更したりする

とき

２．当該化学物質等を製造し、または取り扱う業務の作業の方法や作業手順を

新規に採用したり変更したりするとき

３．前の２つに掲げるもののほか、当該化学物質等による危険性又は有害性な

どについて変化が生じたり、生じるおそれがあったりするとき

また、以上の法律上の実施義務に加え、施行日前から取り扱っている当該化学

物質等を施行日前と同様の作業方法で取り扱う場合で、過去にリスクアセスメン

トを実施したことがない場合などは、従来通り、リスクアセスメントの実施は、

努力義務となっております。

リスクアセスメントの具体的な実施手順等については、別添の厚生労働省作成

のパンフレットや、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針

（平成２７年９月１８日付け危険性又は有害性等に関する指針公示第３号）」等を

適宜御参照ください。

なお、当該指針を含む今回の改正に関する資料については、厚生労働省のＨＰ

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094015.html）から御確認いただ

けます。

都道府県教育委員会及び都道府県私立学校主管課においては、域内の市町村教

育委員会及び所轄の学校法人及び学校に対して周知されるようお願いします。

（本件担当）

文部科学省初等中等教育局

健康教育・食育課 企画調整係

ＴＥＬ：03-6734-4950
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